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「地域興し」とレクリ工ーション・スポーツ

森川貞夫 I

Community development and recreation / sports activity : 

Its fundamental problems 

Sadao Morikawa
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1.はじめに

「地域興しJ= I地域づくり jとレクリエーシ

ヨン・スポーツとの関わりはこれまでも多くが語

られてきた。例えば古くは戦後すぐの新しい「村

づくり JI町づくり」の中で名を挙げた「野良着

のテニス村J(山梨・|日富士見村)1)、「バレーボ

ール村J(神奈川県旧金田村)2)その他のいわゆる

「スポーツ村J3)がそうである O しかしそれらの経

験はやがて日本農業を襲う近代化・都市化の中で

農村社会の変貌と共に姿を消していかざるを得な

かった。

1日本体育大学 Nippon Sport Science University 

「三ちゃん農業Jから「ーちゃん農業」へ、ま

さに「農村は変わるJ4)のである。機械化は一方

で自動耕運機その他の購入・支払いを余儀なくさ

せる。現金収入を得るために農民の多くは村外に

働きに出て、やがて出稼ぎへと続くのである O

「なんだかむやみに'忙しくなっちまって、テニス

どころじゃねえJ5) という声が村人の口をっき、

テニスも廃れていった。

さて 21世紀の今日ではどうであろうか。平成

の大合併以後、地域のさまざまな変貌、とりわけ

「限界地域jとよばれる過疎化が進む地域にとっ
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ては遊びゃレクリエーション・スポーツどころで

はないという悲鳴に近い芦も聞こえてきそうであ

る。

かつての人間と人聞が紡ぎ合った地域共同体が

崩壊し、住民の共同体意識も希薄化してきたとい

う声もまた危険信号のように語られてきた。だか

らこそというべきであろうが、お祭り・御輿ある

いは地域運動会のように町や村、地域を挙げて住

民が大事にしてきた地域行事の再評価と再生、活

性化が求められているのも事実であろう。

あらためてこれまでレクリエーション・スポー

ツ活動のもっていた機能と役割を地域形成の視点

からとらえ直すと共に今日の地域の状況に照らし

合わせながら、何が問題か、今後の課題と可能性

への期待を以下の丈脈で探ってみたいと思う。

2. 少子化・核家族化の行き着き先~新たな

「地域づくり」への視点の必要

図 lをとくとご覧いただきたい。これは 1920

(大正 9)年と 2003(平成 15)年のデータを基に

「平均的な日本人のライフサイクルJ6) を比較した

大正期(1920年)

夫

現

失

妻

ものである。平均寿命の延長と核家族化はただ単

に寿命が伸ぴた(夫は 18.1年、妻は 24.4年)だ

けではなく家族生活の形態にも大きな変化を及ぼ

していることがわかる O すなわち、大正期では夫

は定年 (55歳)後 6年ばかりで亡くなるが、妻

は夫の死後 3~4 年間、大概は長男夫婦・孫たち

と暮らす三世代同居が可能であった。そして息子

たちは老親扶養期間はせいぜい 4年間ぐらい、し

かも平均世帯人数は 6~7 人であるから 4~5 人

の子どもで親の扶養を考えればよかった。

しかし現代では夫は定年退職後死ぬまで 19年

あり、妻はさらに長く 27年を超える O 平均世帯

数が 2.43人ということは夫婦2人暮らし、ある

いは独居ということになろう O 夫が65歳で 151
退」したとすると夫が亡くなるまで 14年、妻は

さらに 8年以上寡婦で暮らすことになる。仮に結

婚した子どもと孫の誕生とともに同居となると同

じくらいの期間を共に過ごすことになる O 実際に

は別居が多いわけであるから問題は夫にとってこ

の 14年、あるいは妻にとっての 22、3年をどう

過ごすかということになる。

図 1 家族のライフサイクルの変化(岸裕司 2008を森川加筆・修正)



ここから見えてくるものは「子育て」と「老後

の生活J(介護・福祉など)も「地域ぐるみ」で

取り組まなければならない課題であろう O そして

このことからあらためて「地域にねざすレクリエ

ーション・スポーッ」が問われよう O この点では

すでに別の所で論じている7lので簡単に説明した

しミ。

先ずはレクリエーションとスポーツの土台は地

域および住民の生活である O その理由は多くのレ

クリエーション活動あるいはスポーツ活動それ自

体は物を生産するわけではない。したがっていわ

ゆるレクリエーションやスポーツが存在し続ける

ためにはそれらを楽しむ人々の生活(衣・食・住

を中心とする日常生活)と地域の豊かさを前提と

している O 着るものがあって寝るところがあって

3度の食事がきちんと食べられる、そして誰もが

安心してレクリエーション活動やスポーツ活動を

楽しむことができる生活条件が必要だということ

である O

次に、どんなにレクリエーションやスポーツに

対する潜在的能力があろうとも肝心のレクリエー

ションやスポーツをやるための施設・用具がなけ

ればレクリエーションやスポーツはできない。こ

れらの関係を示したのが下の図 2である O

したカfってレクリエーション・スポーツは「か

ね、ヒマ、ばしょjという 3つの客観的条件が前

提となる o rかねjは丈字どおり経済的条件、「ヒ

マ」はレクリエーションやスポーツ活動を行うた

めの自由時間、「ばしょ」はレクリエーション・

スポーツのための施設・用具を指す。このような

レクリエーション・スポーツ活動の客観的条件は

j会、完
文化・学習活動
/¥  

生涯学習・文化閉

スポーツ施設
(公民館・体育館・ゲランド・学校開放等)

日常生活手段
(衣・食・住)
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具体的には、例えば家計調査報告(総務省統計局)

の「実収入・可処分所得の名目・実質増加率の推

移」、「毎月勤労統計調査J(厚生労働省)の「一

人平均月間総実労働時間数の推移j、あるいは毎

年の「国民生活時間調査報告書J(NHK放送丈化

研究所)の「日本人の生活時間の変化」、そして

「我が国の体育・スポーツ施設現況調査J(文部科

学省)などから全国的平均値あるいは全体の推移

は容易に知ることができる。とくに近年の長引く

不況やリストラ等の影響で国民の生活およびレク

リエーション・スポーツの客観的条件はきびしさ

を増している O

このことからあらためて今生きている人々を取

り巻く生活、あるいは地域の実態が問われよう。

住民の「いのちと暮らし」、さらにレクリエーシ

ヨン・スポーツとの基本的な関わりは、同じく図

2からとらえることができる。地域には人間の発

達の基本要求として「発達」と「生存」の 2つの

側面があり、それぞれの要求を満たすための地域

の機能として「楽しむJr育てる・育つ」と「働

くJr住むjという機能がある O レクリエーショ

ン・スポーツは、人間の「発達jという観点から

はとりわけ「楽しむ」と「育てる・育つ」という

地域の機能からレクリエーションや休養、健康・

教育と深く関わりながら、レクリエーション・ス

ポーツそのものの独自の丈化的要求を満たしてい

くことが必要であろう O

今日の地域・住民の生活はこれらの要求や機能

を満たすための条件、すなわちすでに述べたよう

に住民が安心して「いのちと暮らしjを営むため

の土台であり、同時にレクリエーション・スポー
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図2 レクリエーション・スポーツの土台としての地域・住民の生活を考える

参考:海老原治著『地域教育計画論』勤草書房(1981)
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ツ活動の土台でもある「生存」に関わる「働く」

「住むj という機能、これもただ働く場所と住む

ところがあればいいというものではなく、人間的

に生活し暮らしていける、総体としての地域・住

民の生活が豊かで充実していることである O しか

し、「格差社会」とよばれる現状ではとても楽観で

きる状況とはほど遠いことは言うまでもない 8)。

したがって、地域あるいは住民のレクリエーシ

ョン・スポーツ活動も豊かに発展する「地域づく

り・街づくり」の中で考えるという、「地域にね

ざすレクリエーション・スポーツj活動、すなわ

ち「人間復権の地域づくり・街づくり」の中でと

らえることが重要になってくる O とくに地域のレ

クリエーション・スポーツ活動で見られる傾向は

個人的欲求レベルでの、ともすれば「自分さえレ

クリエーション・スポーツができればいいJI自
分さえ楽しめればいしづということになりがちな

傾向から一歩前進させて「レクリエーションやス

ポーツも豊かに発展する地域づくり、街づくり j

の中で自分たちのレクリエーション・スポーツ活

動をとらえ、さらにそれは「社会的必要・要求」

(ニーズ)9)にまで高めるという課題である。ここ

からもあらためて「地域にねざすレクリエーショ

ン・スポーッ」のあり方が問われる O これは同時

にスポーツによる地域振興やコミュニティ形成の

問題についても同様である。

3. レクリ工ーション・スポーツと国家(行

政)、市場、コミュニティ

以上のような問題意識の上に結論を急ぐが、今

一度理論的課題として「地域にねざすレクリエー

ション・スポーツjの布置図(あるいは烏蹴図)

を考えてみたい。図3は真ん中の水平線より上が

公共性が強く、下が民間(私事)性の強い領域を

示す。左上から右下への斜線は非営利と営利を分

けており、斜線より上が非営利性が高く、下が営

利性が強い。右上から左下に向く斜線はインフォ

ーマルとフォーマルを分けているが、レクリエー

ション・スポーツに引き寄せて言えば線より下の

コミュニティではどちらかというとインフォーマ

ルなレクリエーション・スポーツ活動、すでに述

べたが個人もしくは数人による(第一次集団的)

活動形態をとり、逆に上はもう少し人数もふえて

多少フォーマルなレクリエーシヨン・スポーツ集

団の形成(共生・複合型、どちらかというとネッ

ト型)の活動となる O それぞれの三角形の頂点に

行政(国家・地方自治体)、市場(企業)、コミュ

ニティ(地域)が位置している。

I fiif& I 
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図3 行政・市場・コミュニティの相関



国および地方自治体におけるレクリエーショ

ン・スポーツ行政の果たすべき主な役割は条件整

備である。公共レクリエーション・スポーツ施設

の整備・充実を基本に行政のなすべきレクリエー

ション・スポーツ施策は今後はかなり限定された

ものになるであろう O その理由はレクリエーシヨ

ン・スポーツが本来、将来共に地域の生活・住民

にねざすものである以上、その活動は地域・住民

に委ねるべきものが多いはずである O 一方ではス

イミング・クラブやエアロピクス・ジム経営その

他のレジャー・スポーツ産業とよばれる領域でも

地域への進出が見られる。こうした領域・分野で

はある程度市場原理に委ねざるを得ないレジャ

ー-スポーツ事業も当然ながら増大していくこと

はまちがいない。しかしそれが利用者や国民の利

益を著しく侵害する場合には民主的規制が必要と

なるがここではこれ以上はふれない。

4. レクリエーション・スポーツによる地域

振興の類型化とその問題点

さて、これまでのレクリエーション・スポーツ

と地域づくりのさまざまな取り組みは以下のよう

に分類することができょう川。先ず図 4rレクリ

エーション・スポーツによる地域振興の類型化J
をご覧いただきたい。横軸にレクリエーション・

N.施設・キャンプ(合宿重量)
(イメージ活用裂)

宮崎・安3芸(野球)
鹿島(サッカー)
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孤 どッグイベント型
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(広域集客型)

長野(オリンピック)
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(スキー・スケート)
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スポーツ振興事業を営利(産業化) 非営利(生

活化・公共性)でとり、たて軸に事業対象(主体)

の広がりの広一狭でとった。

第 I象限は地域密着型になる O 事業対象は住民

であり、生活・地域に根ざしたレクリエーショ

ン・スポーツ振興であり、非営利でかつ公共性の

高いレクリエーション・スポーツ振興事業であ

るO 第E象限は地域のレクリエーション・スポー

ツイベント型である O 具体例を挙げたほうがわか

りやすいと思われるが、鹿児島県指宿市の菜の花

マラソン 1ヘ青梅市の青梅マラソンや東松山市の

スリーデーマーチ、あるいは毎年開催都市を移動

する全国スポーツ・レクリエーション祭(日本体

育協会)、全国健康福祉祭(ねんりんピック、厚

生労働省)などもふくまれる。事業対象は地域住

民に限定されず広く地域外からの参加者を求める

が、基本的には非営利事業である。参加者がたく

さん集まれば集まるほどこの種の地域レクリエー

ション・スポーツイベントも運営規模が拡大し、

広報・宣伝活動も広がる。そのため運営・準備・

応援などに住民がボランテイア的にたくさん動員

されることになり、これらの相乗的な働きによっ

て地域活性化の効果が期待できる O この種のイベ

ントは経済的波及効果を強く求めることによって

容易に次のビッグイベント型に移動していく O

狭

1 地域密着裂

健康・体力士普進

コミュニティー形成
楽しみ生きがいとしてのスポーツの普及

非営利(公共性)
生活:地域

E 地域スポーツイベント型
(競技スポーツ型)
(ニュースポーツ型)

主主古(トライアスE ン)
指宿(マラソン)
青梅(マラソン)

注)自治大臣官房地域対策課(1986)，山口 (1996)を参考に新た

に作成した.

図 4 レクリエーション・スポーツによる地域振興の類型化
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第E象限は営利あるいは経済波及効果を当初か

ら目的にしているためにできるだけ多くの観客あ

るいは参加者を予定した広域集客型のレクリエー

ション・スポーッ事業で、あり、リゾート型とビッ

グイベント型の 2つがある O これらはこれまで多

くの問題を残したが、地方自治体の地域開発ある

いは地域産業政策として取り組まれる O これには

軽井沢町や白馬村、山之内町などは冬のスケー

ト・スキーあるいは夏のテニス等で高原リゾート

地として名が知られている。また猪百代・占冠の

スキーリゾート、宮崎・名護・西表島の海洋リゾ

ートなどを挙げることができょう O そしてビッグ

イベントとしては長野オリンピックや福岡・神戸

のユニパシアード、広島アジア大会、福井県鯖江

市の世界体操選手権の開催などが挙げられよう O

第N象限は施設・キャンプ(合宿)型であるが、

宮崎・安芸市の野球、前橋市の競輪場、出雲市の

ドーム、鹿島市のサッカー、長野県菅平のラグビ

ーなどに典型的に見られるように、拠点施設にス

ポーツチームや参加者をよびこむものである。そ

れ自体が営利でもあるが、知名度の高いチームを

よんだり育てたりすることによって地域の知名度

高める、先の自治省の調査報告におけるイメージ

活用型と重なる。これも参加者・観客動員をする

ことによって容易に前の広域集客型に移動でき

るO

「レクリエーション・スポーツによる地域振興」

には住民あるいは地域の期待もさることながらそ

れ以上にレジャー・レクリエーシヨン産業による

地域開発等の利害がからむことによってさまざま

な問題が起きる。例えばわかりやすいケースとし

ては「総合保養地域整備法J(リゾート法、 1987

年)の成立・施行によって火の着いたような「リ

ゾートブーム」が起り、「リゾート開発」計画が

日本中を駆けめぐった。 1993年までに 40の基本

構想、が承認されたが、それらの開発計画地域の総

面積が国土面積の 20%を占めたという。多くの

地方自治体がこの「リゾートブームjに踊らされ

たが12)、その後のパブ、ル経済の崩壊・経済不況と

ともにその熱もあえなく冷めてしまった。

「レクリエーション・スポーツによる地域振興」

は、地域活性化や余暇生活の資源開発効果、雇用

拡大と経済波及効果、コミュニティ形成などの機

能13) によって過疎地域開発に寄与するはずで、あっ

たが、スポーツ・リゾート開発ブームが泡と消え

た現在では開発途中で工事が中止となり山肌を削

り取られたままのゴルフ場造成地や利用する人も

居ないリゾートマンション、開発賛成・反対で対

立した住民、企業の撤退で借金を残しただけの自

治体など、その深い傷跡を残した日)が、さらに大資

本によって蝕まれた結果、環境問題だけでなく地

域の産業を衰退させ生活の荒廃をもたらしたへ

5.おわりに~今後の課題と可能性への期待

確かに「レクリエーション・スポーツ活動によ

る地域振興」はさまざまな功罪(単純化は避けた

い)が考えられるが、一方で「地域住民のための

内発的発展」に寄与した事例16)や「資本によるス

キー場開発の大きな荒波に対して、ムラを挙げて

対処した集落」の例17)を挙げることができる。

これまで「レクリエーション・スポーツによる

地域振興」ではコミュニティ意識の形成や地域の

人間関係への効果が期待されてきた。この点につ

いては多くの調査結果が示しているようにスポー

ツの社会的機能としてそれなりの効果を挙げてい

る18)。

しかし今日の多様な価値観と多彩かっそれぞれが

個性的な住民の行動様式が展開され、従来からの

地域共同体組織(町会、自治会、婦人会、青年団

等々)や既成の体育協会やレクリエーション協会

などの組織・団体では組織しえない「新しい市民」

あるいは住民、また個人レベル集団レベルを問わ

ずたくさんのレクリエーション・スポーツ愛好者

が生まれており、それぞれの生活実態やライフス

テージ、ライフスタイルに見合ったさまざまな形

態のレクリエーション・スポーツの集団と組織の

仕方が必要とされよう O それは同時にこれまでの

ように市町村行政(教育委員会その他のセクショ

ンにわたる)に組み込まれない(たくない)とい

う人たちも考慮されなければならないということ

である O

したがって、ここからは新たなアソシエーショ

ン論とコミュニティ形成論が必要であろう。既存

の組織では組織しえない人々とどのような協力・

共同をしていくのか、また「どのような組織形態

なら共同のテーブルにつきえるのかJといった意



味(当面は「ゆるやかな形でのネットワークづく」

という新しいコミュニティ形成の契機)をさぐり、

新しい住民層をふくめた住民の必要とするネット

ワークを創造していく課題である O それは同時に

めざすべき「市民社会」論を描くことでもあろう O

最後に、この点に関わりながら住民の主体形成

と「受け皿づくり」についてふれたい。これまで

の取り組みの事例が示すように「地域興しjや

「地域づくり」の問題はそこに生きて生活してい

る住民の主体形成の問題と共に語られなければ実

効性も希望も存在し得ない。その場合にレクリエ

ーション・スポーツの機能・役割は現実の地域の

実態に対して直接的なものというよりはむしろ副

次的なものであり間接的もしくは結果として生じ

るものととらえておく方が無難で、あろう O という

のはレクリエーシヨンあるいはスポーツそれ自体

は本来自己目的的な活動であり手段的に取り扱わ

れることを嫌うものであろうというのが私の立場

である O

今、レクリエーションやスポーツの領域におい

てもボランテイア活動 191が注目を集めているが、

私の立場はそれは下手をすると既存組織の単なる

「生き残りJ、あるいは貧困なレクリエーション・

スポーツ行政を「補完」する役割、あるいは「下

請けj的になることを恐れるというものである O

市場経済
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したがってそのようなものではない、正しい言

葉の意味での住民の「自主運営・自主管理j、制

度的にも財政的にも「自立jをめざす何らかの積

極的な取り組みとしての発展型として「非営利・

協同」の集団・組織(アソシエーション)をめざ

すものである O

あえて言えば先の傭服図の真ん中に位置してい

る「行政・市場・コミュニティ」が交叉する第 3

の領域ということになる。基本的なスタンスはコ

ミュニテイに基礎を置きながら、「自分たちでや

れることは自分たちでやるjことであり、それは

できれば財政的にも市場経済や公共経済に依存す

るのではなく自らの杜会資本を準備し「社会経済j

を形成していくことをめざすものである O 今日で

はNPO・生活協同組合などにその姿をイメージ

することができょう。とりわけ「今日、市場のグ

ローパル化が進むなかで、労働者は厳しい市場競

争にさらされ、リストラや失業の危機に直面しな

がら、経済的にも精神的にも不安定な生活を余儀

なくされている O 市場中心社会でも国家中心社会

でもない『第三の社会』をどのように構想しうる

のか」却)という課題意識で佐藤慶幸は次の図 5を

示しながら「共的セクターjを媒介とする「経済

社会システムjを構想した。ここでいう「共的セ

クターJの構成要素としては INPO、NGO、ボ

公共経済

税

公共財

社会経済

共的セクター
(NPOあるいはアソシエーション・セクター)

(民間非営利・協同セクター
アソシエーション個体群

泊
費
税

コミュニティの再生

コミュニティ・セクター(個人・家族・地域・学校)

家計

図5 共的セクターと社会システム(佐藤慶幸 WNP 0と市民社会』有斐閣.2002年.) 
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ランテイア団体、非営利協同経済、社会運動など

のアソシエーション個体群」が挙げられているが、

レクリエーション・スポーツの領域の NPO団体

もふくむ多くのスポーツクラブ・グループ・サー

クル・チームなどが想定できる O

問題はそれをにない発展させるべき[主体形成j

の問題であるが、その点では私はかなり前から

「スポーツの主人公にふさわしい能力」の形成を

主張してきた 2九ここでくわしく論じる余裕はな

いが、それは以下の 4点に集約できょう O

①スポーツを味わい、楽しむことのできる程度

の技術・能力

丈化・スポーツの享受能力がいっそう重要

となる。

②自らの力で練習計画を立て、技術を習得して

いく能力

レクリエーション・スポーツのアソシエー

ションとしての専門的力量形成である O

③仲間を増やし、クラブを育てる組織・運営能

力

④スポーツをする条件を広げ、あるいは障害を

克服していく能力

自立したアソシエーションとしてのガパナ

ンスの問題である。
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